
              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

子供たちも、大人の方々も、それぞれの場面で活躍する山梨小  

                             校長 原田 裕章 

 保護者の皆様には、日頃より本校教育活動への御理解・御協力をいただき、誠にありがとう

ございます。また、お忙しいところ、引き渡し訓練や学全校美化活動にご参加いただきまして

たいへんお世話になりました。 

 紫陽花（アジサイ）の花が雨に映える季節となりました。この時期は梅雨に入り、子供たち

の健康・安全にとっても注意が必要です。雨の日の安全な過ごし方など、学校でも指導を行っ

てまいりますが、傘をさしての登下校も心配です。ご家庭でも登下校に気をつけるよう話をし

ていただきたいと思います。また、６月から体育の授業では、水泳の授業が各学年始まってき

ます。引き続き健康観察や体調管理をよろしくお願いいたします。 

 さて、先日の５月１６日（木）に、学校支援地域推進会議がありました。この会議は、山梨

小の活動を支えてくださっている、ボランティアの方々の各組織の代表の方が出席し、昨年度

の活動報告をしたり、今年度の活動予定を確認したりする会議です。昨年度に引き続き、本年

度も髙久勝美さんが地域コーディネーターとして学校と地域団体との架け橋を担っていただい

ております。これからも地域コーディネーターさんや各ボランティアの方々と連携を図りなが

ら、地域の教育力を生かした活動を進めさせていただきます。また、現在 PTAいつでもサポー

ターの方を大募集中です。保護者の皆さま、ぜひともご登録をよろしくお願いいたします。

様々な場面でたくさんの保護者・地域の方々に力を貸していただくことで、子供たちがより良

い成長を遂げています。 

５月２２日（水）に、四街道市小学校陸上競技大会がありました。当日はお天気にも恵ま

れ、山梨小の５・６年生も選手及び係役員として参加し、全員が自分に任された場面で精一杯

活躍して、素晴らしい成果を残しました。感動したのは、自分が活動する場面だけでなく、仲

間を精一杯応援していたところです。そのチーム力の後押しもあったためか、山梨小から入賞

した児童が３名です。本当におめでとう！さらに、６月４日（火）の印旛郡市小学校陸上競技

大会へは、２名の児童が、四街道市の代表として参加することが決まりました！   

郡の大会でも実力を発揮してくれることを祈っております。いつでもサポーターさんのご協

力や、多数の保護者の方の参観等も、ありがとうございました。   

 

 

 

 

 

 

 
 

入賞した児童の記録です 

・６年男子８０ｍハードル 第６位 １４秒７５   郡大会出場 

・５年女子走り高跳び   第３位 １１１ｃｍ   郡大会出場 

・５年男子走り高跳び   第６位 １０５ｃｍ    
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学校教育目標 「心豊かに学びを拓く実践人」 
～人や自然を大切にし、社会に学びを拓く児童の育成～ 

 

四街道市立山梨小学校便り 令和６年度 ６月号 



今年山梨小で特に取り組むこと！ 
四街道市では、「義務教育９年間を見通した

連続性のある教育」を進めています。義務教育

９年間を一体的に捉え、９年間を見通した学習

指導や生活指導を行うことで「確かな学力、豊

かな心、健やかな体」を育成することを目指し

ています。 

旭中学校区では「みんなのやくそく」を令和

５年２月に改訂し、取り組んでいます。 

山梨小では今年、この中の良い姿勢「ぐーぺ

たぴんさ」に重点をおいています。また、進学

する中学校生活を意識し、授業終了後、次の時

間の準備をしたら、「ОＫまる君」を机に置く「準備 OK運動」を生活委員会が主体となって呼

びかけています。 

今後も、中学校へスムーズに移行できるよう旭中学校と連携を取っていきます。 

 
「四街道市 お弁当の日」が「サマークッキングチャレンジ」に変わります 
 昨年度までは四街道市内すべての学校が「お弁当の日」を設定し、設定された日にお弁当を

保護者と一緒に作ったり、献立を考えたりしました。今年からは、長期休業中に児童の発達段

階に応じた内容で、家庭での食事つくりに関わることになりました。山梨小では夏休みに取り

組みます。夏休み前に学校で事前学習をすることと、詳細につきましては、夏季休業に入る前

にお知らせいたします。自分にはどんなことができるかな？と考えておいてくださいね。 

 
市内で児童の自転車による交通事故が発生しています 
例年４月、４年生対象に交通安全教室を行っています。自転車の乗り方、横断歩道の渡り方

等、学習・体験しました。３年生までの皆さんは、歩行の仕方を 1 年生の交通安全教室で学習

していますが、自転車の乗り方わかりますか？ 

自転車は自分の意志で停めることができないときもあります。車道を走るため、事故に巻き

込まれることもあります。学校前の道路は大通りに比べると車の通ることは少ないですが、反

対に「車は来ないだろう」と思い込みがみんなの頭の中にありませんか？学校前公園から学校

の方へ降りてくるところは坂になっています。自分が思った以上にスピードがでたり、曲がる

ときに道路に大きくはみ出してしまったりしていませんか？ 

「自分の命は自分で守る」ぜひ、これを心がけてほしいです。 
 

＜乗る前のルール＞ 

 ・自転車は「軽車両」となり、道路交通法の下で運転しなければいけないこと。 

 ・千葉県は「自転車損害賠償保険等」のへ加入が義務となっている。 

 ・自転車を乗るときは、ヘルメットを着用することが努力義務となっている。 

＜自転車の乗り方・通行の仕方＞ 

 ・歩道から車道、車道から歩道への乗り入れは安全を確かめ         

ながら行うこと。 

 ・横断歩道の横断中も車両が近づいてこないか周囲の状況に

注意すること。 

 ・車道または自動車道の左端にそって通行すること。 

 ・歩道は歩行者優先。自転車が歩道を通行するときは、車道

寄りの部分を徐行すること。 

学校前公園付近でも、自転車の事故が発生しています。 

交通ルールや自転車の乗り方については、学級でも度々指導

しておりますが、ご家庭でも確認をお願いいたし

ます。 

なお、放課後に忘れ物を取りに来るのも、安全

面を鑑み、一切お断りしております。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。   


